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　　4)夜間時の通行はなるべく静かにする

　また、交通ルールは厳守すること。(速度オーバー・信号無視・通行人優先・車両整備等)

　を行った。

　　1)交通ルールやマナーについての改善

　　交通ルール(信号無視・携帯電話使用・速度オーバー等)…道交法違反の為、法的に処罰。

　　近隣住宅への配慮(通行人及び車両の住宅への出入り優先・騒音等)…通行マナー

　※　近隣の複数住民からの強いクレームが相次いできている。⇒　直接住友化学へ

　住友化学菊本地区に出入りする全員に下記の事項について周知徹底を行う。

　　1)徐行運転に心掛ける

　　2)アクセルは優しく踏み込む

　　3)近隣住宅の出入りを優先させる

会　議　内　容
●　住友化学　菊本地区における交通マナーについて

　工場構内におけるルールやマナーについては職長を通じて各自、周知徹底しているが、

　今回は菊本工場正門から菊本町交差点周辺までの交通ルールやマナーについての話し

1 月

　①住友化学への近隣住民からのクレーム

17 日

   (AM・PM　17時　30分～ AM・PM　18時  00分)
実施場所 社内会議室
参加人数 23

実施年月日
平成 26 年

安全衛生対策実施記録 太田 原

　安全衛生対策会議
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